
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人３名の弁護人志岐恒雄の上告趣意は，事実誤認，単なる法令違反，量刑不

当の主張であって，刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。

　なお，【要旨】法人税法１５９条１項（平成１０年法律第２４号による改正前の

もの。以下同じ。）に規定する者が，所得の秘匿工作をした上，ほ脱の意思で法人

税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合には，法定納期限の経過により同項

の罪が成立し，免れた法人税の額は，所得の秘匿工作が行われた部分に限定される

ものではなく，その事業年度の所得の金額全額に対する税額になるというべきであ

る。このことは，事後に所得の秘匿工作を前提とする期限後申告書が提出されたと

きであっても同様であり，その免れた法人税の額は，期限後申告書に記載された所

得以外の秘匿された所得に対する税額部分に限定されるべきではないと解されるか

ら，これと同旨の原判断は正当である。

　よって，刑訴法４１４条，３８６条１項３号により，裁判官全員一致の意見で，

主文のとおり決定する。
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